
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
第
六
章
（
性
犯
罪
）
の
改
正
に
つ
い
て

坂

田

仁

スウェーテン刑法第六章（性犯罪）の改正について

四三二一序
性
犯
罪
規
定
の
改
正
経
過

今
回
の
改
止
の
経
緯

今
回
の
改
正
の
特
徴

個
々
の
規
定
に
つ
い
て

　
　
序

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
第
六
章
（
性
犯
罪
）
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ

た
。
改
正
法
は
本
年
（
二
〇
〇
五
年
）
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て

い
る
。
前
回
の
全
面
改
正
は
一
九
八
四
年
に
行
な
わ
れ
た
の
で
、
二

〇
年
ぶ
り
の
改
正
に
な
る
。
現
行
刑
法
の
制
定
が
一
九
六
二
年
で
あ

る
か
ら
、
改
正
が
二
〇
年
ご
と
に
行
な
わ
れ
て
い
る
印
象
で
あ
る
。

以
下
そ
の
内
容
に
つ
い
て
筆
者
の
入
手
し
た
立
法
資
料
そ
の
他
の
資

料
を
参
照
し
て
紹
介
し
た
い
。

　
　
一
　
性
犯
罪
規
定
の
改
正
経
過

　
現
行
刑
法
の
制
定
当
時
刑
法
第
六
章
の
標
題
は
「
道
徳
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

犯
罪
」
（
o
o
巴
一
眞
ぽ
富
σ
o
ε
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
性
犯
罪

（
o

o
①
釜
巴
再
o
巳
に
変
更
さ
れ
た
の
は
一
九
八
四
年
の
改
正
に

（
2
）

よ
る
。

　
一
九
八
四
年
の
改
正
は
、
一
九
八
一
年
に
提
出
さ
れ
た
一
九
七
七
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年
設
置
の
性
犯
罪
審
議
会
（
ω
Φ
釜
巴
訂
9
房
ぎ
ヨ
ヨ
葺
9
）
の
答

申
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
審
議
会
と
は
別
に

一
九
七
〇
年
代
に
性
犯
罪
調
査
会
（
ω
賃
惹
一
酵
9
房
暮
お
α
巳
⇒
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

鵬
窪
）
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
答
申
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
性
犯
罪
に
関
わ
る
古
い
用
語
を
現
代
化
す
る
と
と
も
に
暴
力

的
性
交
を
主
要
概
念
と
す
る
当
時
の
性
犯
罪
概
念
を
放
棄
し
、
性
刑

法
の
目
的
を
性
道
徳
の
維
持
か
ら
性
的
攻
撃
の
禁
止
に
移
し
、
刑
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
軽
減
す
る
方
向
で
刑
法
第
六
章
の
改
正
を
意
図
し
た
。
右
の
視
点

か
ら
暴
力
的
性
犯
罪
を
、
「
性
的
強
制
（
ω
o
釜
Φ
毎
宴
嘗
鵬
）
」
を
根

幹
概
念
と
し
て
、
侵
害
の
程
度
に
よ
り
三
分
し
、
そ
の
重
い
も
の
を

強
姦
と
し
て
処
罰
し
、
侵
害
の
程
度
の
軽
い
も
の
に
は
軽
い
刑
罰
を

科
す
と
の
態
度
を
と
り
、
第
六
章
の
標
題
を
「
性
的
攻
撃
（
ω
Φ
図
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

諾
鼠
α
話
渥
N
8
℃
）
」
に
変
更
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
た
だ
、
性

犯
罪
調
査
会
は
、
性
犯
罪
に
対
す
る
処
罰
を
軽
く
す
る
方
向
で
提
案

を
行
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
レ
ミ
ス
手
続
で
批
判
を
受
け
た
経
過
が

（
6
）

あ
る
。

　
性
犯
罪
審
議
会
と
性
犯
罪
調
査
会
と
の
問
で
、
レ
イ
フ
・
パ
ー
シ

ョ
ン
（
9
目
℃
段
器
自
）
に
よ
る
性
犯
罪
の
実
態
調
査
と
そ
れ
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

づ
く
提
案
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
パ
ー
シ
ョ
ン
は
一
九
七
〇
、
七
三
、

七
六
年
に
発
生
し
て
同
年
中
届
出
の
あ
っ
た
第
六
章
第
一
条
の
罪

　
　
　
　
（
8
）

（
未
遂
を
含
む
）
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
下
記
の
よ
う
に
要
約
し

　
（
9
）

て
い
る
。

　
純
粋
な
強
姦
は
届
出
事
件
の
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
る
。

こ
れ
ら
の
事
件
は
夏
季
半
年
の
週
末
の
夜
に
集
中
し
て
い
る
。
事
件

発
生
場
所
は
当
事
者
の
自
宅
、
暴
力
も
抵
抗
も
激
し
い
も
の
で
な
く
、

半
数
は
性
交
を
完
了
し
て
い
る
。
当
事
者
の
面
識
は
浅
い
。
四
〇
パ

ー
セ
ン
ト
は
事
件
前
ま
で
見
知
ら
ぬ
関
係
で
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は

初
対
面
で
あ
る
。

　
行
為
者
は
、
二
〇
な
い
し
三
〇
歳
、
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
外
国
人
、

職
業
的
地
位
は
低
く
、
犯
罪
歴
が
あ
る
。
何
ら
か
の
社
会
的
・
精
神

的
問
題
を
も
っ
て
い
る
。
被
害
者
の
半
数
は
一
五
歳
な
い
し
二
五
歳
、

外
国
人
の
比
率
は
小
さ
い
。
失
業
者
の
比
率
は
大
き
い
。
ま
た
、
犯

罪
歴
、
社
会
的
・
精
神
的
問
題
の
あ
る
者
の
比
率
も
小
さ
い
（
一
般

の
人
の
場
合
よ
り
大
き
い
）
。
事
件
処
理
の
経
過
で
被
害
者
が
告
訴

を
取
り
下
げ
る
場
合
が
多
い
。
届
出
事
件
の
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が

公
訴
を
経
て
有
罪
の
判
決
を
受
け
て
い
る
。
判
決
の
内
容
は
半
数
が

拘
禁
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
に
処
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
う
し
た
事
実
の
他
に
統
計
的
事
実
も
ふ
ま
え
、
パ
ー
シ
ョ
ン
は

刑
法
第
六
章
第
一
条
の
罪
を
強
姦
、
性
的
強
制
、
性
的
玩
弄
の
三
類

型
に
分
類
す
る
こ
と
と
強
姦
罪
等
を
親
告
罪
か
ら
外
す
こ
と
と
を
提

　
　
　
（
1
0
）

案
し
て
い
る
。
こ
の
提
案
は
、
性
犯
罪
調
査
会
の
提
案
、
即
ち
第
六
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章
第
一
条
及
び
第
二
条
を
統
合
し
て
前
記
の
三
類
型
を
作
る
こ
と
に

つ
い
て
、
強
姦
の
構
成
要
件
中
行
為
者
を
男
に
限
る
こ
と
及
び
姦
淫

の
達
成
を
以
っ
て
既
遂
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
点
を
支
持
し
、
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

害
女
性
の
犯
行
直
前
の
行
為
に
意
味
を
与
え
る
点
を
批
判
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

上
で
被
害
者
に
対
す
る
支
援
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

　
こ
の
調
査
は
、
一
九
七
七
年
の
性
犯
罪
審
議
会
の
求
め
に
応
じ
て

実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
政
府
は
同
審
議
会
の
設
置
指
示
の
中
で
、
性

犯
罪
調
査
会
が
意
図
し
た
寛
刑
化
と
被
害
女
子
の
示
し
た
犯
行
前
の

行
為
を
重
視
す
る
提
案
を
批
判
し
て
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
方
向
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

性
犯
罪
に
関
す
る
規
定
の
検
討
を
求
め
た
。
こ
の
審
議
会
の
答
申
の

内
容
と
そ
れ
に
基
づ
く
第
六
章
の
改
正
法
が
後
藤
、
平
野
両
氏
の
協

力
を
得
て
ジ
ュ
リ
ス
ト
に
発
表
さ
れ
た
故
中
谷
教
授
の
論
文
の
取
扱

　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
一
九
九
三
年
に
女
性
平
穏
審
議
会
（
内
≦
巨
o
ま
房
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ざ
ヨ
昌
隆
9
窪
）
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
最
終
答
申
（
内
≦
目
－

ヨ
9
ω
○
¢
一
〇
〇
9
8
）
は
一
九
九
五
年
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

こ
の
中
に
刑
法
第
六
章
の
改
正
提
案
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同

じ
く
】
九
九
三
年
に
設
置
さ
れ
た
売
春
問
題
に
関
す
る
調
査
会

（
即
o
答
ε
ぎ
屋
仁
q
巴
三
轟
）
も
一
九
九
五
年
に
そ
の
最
終
答
申

（
囚
身
昏
睾
号
5
ω
O
C
一
㊤
0
9
窃
）
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

申
は
売
春
の
犯
罪
化
の
提
案
を
行
な
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
こ
れ
ら

に
基
づ
い
て
一
九
九
七
年
に
女
性
の
平
穏
に
関
す
る
一
連
の
法
律
案

（
空
8
お
零
お
。
。
”
緕
）
を
議
会
に
提
出
し
た
。
上
記
の
二
つ
の
提
案

は
、
こ
の
法
律
案
の
中
に
他
の
法
律
案
と
と
も
に
ま
と
め
ら
れ
て
議

会
の
審
議
を
経
て
法
律
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
女
性
平
穏
審
議
会
の
答
申
に
か
か
る
部
分
で
は
刑
法
第
六
章
第
一

条
、
第
三
条
な
い
し
第
六
条
及
び
第
二
一
条
の
改
正
が
行
な
わ
れ
た
。

こ
の
う
ち
重
要
な
の
は
第
一
条
の
改
正
で
強
姦
の
構
成
要
件
の
拡
大

が
行
な
わ
れ
た
。
ポ
イ
ン
ト
は
強
姦
の
成
立
に
必
要
な
条
件
と
し
て

姦
淫
に
加
え
て
「
侵
害
の
程
度
及
び
そ
の
他
の
事
情
か
ら
強
制
さ
れ

た
姦
淫
と
同
程
度
の
性
的
接
触
（
5
器
一
一
讐
⊆
ヨ
醤
口
篶
）
」
が
第
一

条
の
文
言
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
条
な
い
し
第
六
条
の

改
正
は
用
語
を
性
的
に
中
性
化
し
た
も
の
で
、
一
二
条
の
改
正
は
第

六
章
の
犯
罪
の
未
遂
等
を
処
罰
す
る
と
同
時
に
媒
合
の
罪
を
知
っ
て

い
て
届
出
又
は
暴
露
し
な
か
っ
た
者
の
処
罰
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

売
春
問
題
に
関
す
る
調
査
会
の
答
申
に
基
づ
く
提
案
に
か
か
る
部
分

で
は
売
春
の
犯
罪
化
の
た
め
に
新
た
に
単
行
法
、
「
性
的
奉
仕
の
購

入
を
禁
止
す
る
法
律
」
（
一
九
九
八
年
法
律
第
四
〇
八
号
）
が
制
定

さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
対
価
を
支
払
っ
て
一
時
的
な
性
的
結
合
を

行
な
う
こ
と
を
犯
罪
化
し
た
も
の
で
、
第
六
章
第
八
条
の
媒
合
の
罪

と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
価
を
受
取
っ
て
性
的
奉
仕

を
提
供
す
る
者
は
処
罰
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
売
手
の
社
会
的
地
位
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（
2
0
）

の
弱
さ
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
観
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

二
　
今
回
の
改
正
の
経
緯

今
回
の
性
犯
罪
規
定
の
改
正
は
、
一
九
九
八
年
の
性
犯
罪
審
議
会

の
設
置
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
審
議
会
の
設
置
指
示
の
中
で
政
府
は
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

つ
の
重
点
審
議
項
目
を
あ
げ
て
い
る
。

　
a
　
裁
判
所
に
お
け
る
性
犯
罪
の
量
刑
及
び
刑
罰
価
値
の
判
断
を

　
　
調
査
し
、
必
要
な
措
置
を
示
す
こ
と
。

　
b
　
一
部
の
性
犯
罪
か
ら
「
強
制
」
の
要
件
を
除
去
す
べ
き
か
否

　
　
か
を
検
討
す
る
こ
と
。
同
時
に
「
要
件
」
と
な
る
強
制
の
程
度

　
　
も
検
討
す
る
こ
と
。

　
c
　
強
制
の
要
因
の
適
用
が
で
き
な
く
て
も
児
童
に
対
す
る
深
刻

　
　
な
性
的
攻
撃
を
強
姦
に
含
め
る
解
決
案
を
検
討
す
る
こ
と
。

d
　
媒
合
の
概
念
を
拡
大
し
て
、
セ
ッ
ク
ス
ク
ラ
ブ
等
の
有
害
な

　
　
影
響
の
防
止
を
検
討
す
る
こ
と
。

　
e
　
性
犯
罪
の
国
外
犯
に
対
す
る
二
重
処
罰
の
問
題
を
検
討
す
る

　
　
こ
と
。

f
　
児
童
を
性
的
姿
態
表
現
及
び
狸
褻
図
画
作
成
に
利
用
す
る
こ

　
　
と
を
絶
対
的
に
禁
止
す
る
規
則
を
一
五
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の

　
者
に
拡
大
す
る
こ
と
。

　
9
　
性
的
な
目
的
で
行
な
わ
れ
る
人
身
取
引
（
特
に
児
童
及
び
女

　
　
性
）
を
対
象
と
す
る
特
別
な
犯
罪
行
為
類
型
の
必
要
性
を
検
討

　
　
す
る
こ
と
。

　
h
　
性
的
な
内
容
の
不
快
な
言
語
表
現
に
関
す
る
処
罰
規
定
に
つ

　
　
い
て
検
討
す
る
こ
と

　
i
　
一
五
歳
未
満
の
児
童
に
対
す
る
強
制
狸
褻
の
公
訴
時
効
の
進

　
　
行
起
点
を
児
童
が
一
五
歳
に
到
達
す
る
日
と
す
る
こ
と
を
検
討

　
　
す
る
こ
と
。

　
こ
れ
ら
に
対
す
る
審
議
会
の
答
申
は
二
〇
〇
一
年
に
政
府
に
提
出

　
　
　
　
（
22
）

さ
れ
た
。
答
申
は
付
録
を
含
め
て
七
百
頁
の
大
き
い
も
の
で
、
性
犯

罪
に
か
か
る
刑
法
の
規
定
の
文
言
の
検
討
、
加
害
者
及
び
被
害
者
、

性
犯
罪
立
法
の
明
確
化
、
新
規
則
に
お
け
る
強
制
と
同
意
、
成
人
に

対
す
る
性
犯
罪
、
児
童
に
対
す
る
性
犯
罪
、
媒
合
及
び
売
春
、
親
族

間
の
性
交
並
び
に
性
犯
罪
の
捜
査
と
裁
判
が
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら

れ
て
い
る
他
、
性
的
姿
態
表
現
（
ω
Φ
釜
o
＝
2
器
ユ
轟
）
と
セ
ヅ
ク

ス
・
ク
ラ
ブ
、
国
際
的
な
問
題
（
人
身
売
買
と
国
外
犯
の
二
重
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

罰
）
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
の
余
裕
の
な
さ
か
ら
、
本
稿
で

は
こ
の
中
味
の
紹
介
は
省
略
す
る
。

　
答
申
の
中
に
は
性
犯
罪
に
関
す
る
刑
法
第
六
章
を
全
面
改
正
す
る

　
　
（
2
4
）

法
律
草
案
と
と
も
に
人
身
売
買
、
児
童
強
姦
等
に
か
か
る
規
定
の

（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

新
設
、
並
び
に
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
取
締
規
定
の
拡
大
等
が
提
案
さ
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れ
て
い
る
。
こ
の
改
正
草
案
の
中
に
は
、
前
述
し
た
性
的
奉
仕
の
購

入
を
禁
止
す
る
法
律
の
内
容
が
草
案
第
六
章
第
一
一
条
と
し
て
取
入

　
　
　
　
　
（
2
7
）

れ
ら
れ
て
い
る
。

　
上
記
の
提
案
の
う
ち
「
性
的
な
目
的
で
行
わ
れ
る
人
身
取
引
」
に

か
か
る
第
四
章
の
改
正
が
二
〇
〇
二
年
に
立
法
化
さ
れ
、
刑
法
第
四

章
に
第
一
条
の
二
（
二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
現
在
の
正
文
）
が
追
加

さ
れ
た
。

第
一
条
の
二
　
第
一
条
に
掲
げ
る
場
合
の
他
、
F
記
の
目
的
を
も
っ
て
、

　
脅
迫
又
は
欺
き
を
用
い
て
、
人
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
状
態
を
悪
用
し

　
て
又
は
そ
の
他
の
不
適
切
な
手
段
に
よ
っ
て
、
人
を
募
集
し
、
移
送
し
、

　
宿
泊
さ
せ
、
受
け
入
れ
又
は
そ
の
他
の
同
様
な
手
段
を
取
り
、
そ
れ
に

　
よ
り
右
の
人
に
対
し
て
統
制
を
加
え
る
者
は
、
「
人
身
取
引
」
と
し
て

　
二
年
以
上
十
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
一
、
右
の
人
を
第
六
章
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五

　
　
条
も
し
く
は
第
六
条
に
よ
る
犯
罪
に
さ
ら
し
、
↓
時
的
な
性
的
結
合

　
　
の
た
め
に
利
用
し
又
は
そ
の
他
の
方
法
て
性
的
目
的
て
利
用
す
る
た

　
　
め
、

　
二
、
右
の
人
を
戦
争
業
務
又
は
強
制
労
働
も
し
く
は
そ
の
他
の
同
様
な

　
　
強
制
的
状
態
に
お
い
て
利
用
す
る
た
め
、

　
三
、
臓
器
の
摘
出
に
利
用
す
る
た
め
、
又
は

　
四
、
そ
の
他
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
緊
急
状
態
を

　
　
意
味
す
る
状
況
に
お
い
て
利
用
す
る
た
め
。

　
　
第
一
項
に
示
す
目
的
て
．
卜
記
の
行
為
を
行
な
っ
た
者
に
つ
い
て
も
同

　
様
と
す
る
。

　
一
、
人
に
対
す
る
統
制
を
他
の
人
に
移
転
す
る
者
、
又
は

　
二
、
人
に
対
す
る
統
制
を
他
の
人
か
ら
受
取
る
者
。

　
　
十
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
第
一
項
に
掲
げ
る
行
為
を
行
な
っ
た
者

　
は
、
同
項
に
、
、
小
す
不
適
切
な
手
段
を
用
い
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、

　
人
身
取
引
と
し
て
処
断
す
る
。

　
　
第
一
項
な
い
し
第
三
項
の
罪
が
あ
ま
り
重
く
な
い
場
合
に
は
、
四
年

　
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。
（
二
（
り
〇
二
年
法
律
第
四
三
六
号
、
二
．
リ
〇

　
四
年
法
律
第
四
〇
六
号
、
二
∩

〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
）

　
こ
の
規
定
は
、
二
〇
〇
四
年
の
改
正
で
、
そ
れ
ま
で
同
章
第
三
条

に
規
定
さ
れ
て
い
た
事
項
を
第
］
条
の
二
の
中
に
取
込
ん
だ
も
の
で
、

同
時
に
第
三
条
は
削
除
さ
れ
た
。

　
性
犯
罪
の
改
正
の
主
要
部
分
に
つ
い
て
の
刑
法
の
一
部
改
正
案
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

昨
年
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
提
案
の
題
名
は
「
新
性
犯
罪
立
法
」
で

あ
る
。
こ
の
提
案
は
社
会
民
主
党
、
共
産
党
及
び
環
境
党
三
党
の
合

意
に
よ
る
も
の
で
、
穏
健
党
、
自
由
党
及
び
中
央
党
は
提
案
に
加
わ

　
　
　
　
（
2
9
）

っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
こ
の
提
案
の
主
要
な
目
的
は
、
性
的
侵
害
に
対
す
る
保
護
を
増
進

す
る
こ
と
で
あ
り
、
特
に
、
児
童
を
性
的
侵
害
か
ら
保
護
す
る
た
め

の
立
法
手
段
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連
で
一
九
九
八
年
に
制

定
さ
れ
た
性
的
奉
仕
の
購
入
を
禁
止
す
る
法
律
（
］
九
九
八
年
法
律
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第
四
〇
八
号
）
を
廃
止
し
、
そ
の
内
容
を
刑
法
第
六
章
の
中
に
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

一
条
と
し
て
取
入
れ
る
提
案
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
児
童
の
性
的
侵
害
に
対
す
る
保
護
の
増
進
と

性
的
統
合
性
の
強
化
と
性
に
お
け
る
自
己
決
定
権
の
強
化
が
図
ら
れ

た
。
つ
ま
り
、
児
童
に
対
す
る
成
人
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
性
的
な
侵
害

を
防
止
す
る
こ
と
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
重
要
性
を
増
し
て
お
り
、

こ
の
点
で
刑
法
上
の
性
犯
罪
の
規
定
は
大
き
い
役
割
を
担
っ
て
い
る

こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
に
み

て
性
犯
罪
に
お
け
る
保
護
法
益
は
家
族
（
男
性
）
の
名
誉
か
ら
女
性

の
自
由
権
に
移
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
別
の
表
現
を
用
い
れ
ば
社
会

秩
序
の
維
持
か
ら
個
人
の
人
権
に
重
点
が
移
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
改
正
提
案
に
は
女
性
の
平
穏
（
す
言
ぎ
弦
α
）
と
児
童
の
保

護
（
鴇
琶
号
焦
酵
訂
旨
○
魯
＝
⇒
豊
o
ヨ
）
が
重
要
な
指
導
理
念
と

　
　
　
　
　
（
3
2
）

し
て
現
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
周
知
の
よ
う
に
一
九
九
〇
年
九
月
二
日
に
児
童
権
利
条
約
が
発
効

し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
一
月
二
二
日
に
は
人
身
売
買
の
廃

絶
と
児
童
の
性
的
搾
取
及
び
児
童
ポ
ル
ノ
の
廃
絶
と
に
向
け
た
欧
州

共
同
体
委
員
会
（
O
o
ヨ
巳
一
隆
g
亀
誓
①
国
ξ
o
℃
①
窪
O
o
日
ヨ
午

三
蔓
）
の
枠
組
決
定
（
O
霊
づ
亀
男
轟
営
①
を
o
蒔
U
o
息
ω
一
9
）
が
提

案
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
四
ー
一
五
日
に
は
枠
組
決
定
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
制
）

容
に
関
す
る
合
意
が
な
さ
れ
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
議
会
は
こ
の
枠
組

決
定
を
採
択
し
、
政
府
は
そ
の
内
容
の
完
全
な
実
現
を
今
回
の
改
正

　
　
　
　
（
35
）

で
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
I
T
関
連
犯
罪
に
関
す
る
欧
州
条
約
が
ネ

ッ
ト
上
の
児
童
ポ
ル
ノ
の
流
通
を
犯
罪
化
し
て
い
る
こ
と
も
あ
げ
て

　
　
（
3
6
）

お
き
た
い
。

三
　
今
回
の
改
正
の
特
徴

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
今
回
の
改
正
で
は
性
的
統
合
性
の
保
護
、
児

童
の
保
護
に
重
点
が
置
か
れ
る
と
同
時
に
、
用
語
の
現
代
化
、
性
犯

罪
の
体
系
的
把
握
に
努
力
が
そ
そ
が
れ
た
。
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
二

つ
の
点
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
A
　
性
行
為
（
ω
①
×
⊆
Φ
＝
訂
＆
言
σ
q
）
の
意
義

　
現
行
刑
法
の
制
定
の
前
後
に
は
性
犯
罪
一
般
に
共
通
す
る
用
語
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
37
）

し
て
o
ビ
ζ
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
現
行
刑
法
制
定
後
こ
の
語
は
犯

罪
の
名
称
の
み
に
限
定
し
て
使
用
さ
れ
、
各
規
定
の
文
言
の
中
で
は

さ
霧
一
一
讐
⊆
ヨ
鐙
ぎ
鷺
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
一
九
八
四
年
改
正
は

こ
の
語
を
o
ε
ζ
に
代
え
て
使
用
す
る
こ
と
を
定
め
る
と
同
時
に
表

現
を
5
霧
凱
讐
⊆
ヨ
塩
昌
鴨
か
ら
ω
震
⊆
Φ
年
o
ヨ
恩
昌
鷺
に
変
更

（
3
8
）

し
た
。
そ
れ
を
更
に
今
回
の
改
正
で
は
ω
霞
露
Φ
一
一
『
讐
色
ぎ
願
と
変

更
し
た
。
こ
れ
は
、
性
犯
罪
に
か
か
る
用
語
の
も
つ
特
殊
な
意
味
合

い
を
客
観
的
で
理
解
し
や
す
い
も
の
に
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
方
針
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（
3
9
）

を
示
し
て
い
る
。

　
立
法
資
料
に
よ
る
と
、
ω
Φ
釜
巴
『
ぎ
色
言
鵬
は
の
①
釜
①
毎
⊆
∋
－

鵬
9
篶
よ
り
広
い
概
念
と
さ
れ
る
。
ω
①
釜
o
臣
ζ
ヨ
蕊
⇒
鷺
て
は
人

の
性
器
が
他
人
の
体
の
一
部
に
接
触
す
る
こ
と
が
必
須
で
、
動
物
と

の
接
触
は
含
ま
れ
な
い
が
、
判
例
で
は
着
衣
の
状
態
で
の
接
触
も
こ

こ
に
含
ま
れ
る
。
刑
法
第
六
章
の
規
定
の
文
言
中
本
来
の
性
交
（
日

本
の
刑
法
で
は
姦
淫
）
を
意
味
す
る
語
は
ω
鋤
ヨ
一
鎚
で
あ
り
、
こ
の

語
は
現
行
刑
法
の
制
定
以
来
一
貫
し
て
変
化
し
て
い
な
い
。
ア
ナ
ル

性
交
や
オ
ラ
ル
性
交
は
姦
淫
類
似
の
性
的
接
触
と
さ
れ
、
他
人
に
向

か
っ
て
行
な
う
オ
ナ
ニ
ー
は
姦
淫
類
似
の
行
為
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、

異
物
や
拳
を
性
器
に
挿
入
す
る
行
為
は
一
九
九
八
年
の
法
改
正
以
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

姦
淫
類
似
の
行
為
と
さ
れ
て
い
る
。
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
は
姦
淫

以
外
の
性
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
す
べ
て
の
身
体
的
接
触
或
い
は
表

現
を
示
す
適
切
な
語
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
ω
Φ
写

自
Φ
一
≡
き
色
ぎ
鵬
で
一
括
し
て
表
現
し
た
の
が
今
回
の
改
正
で
あ
る
。

　
B
　
「
侵
害
（
苓
讐
雪
3
σ
Q
）
」
に
つ
い
て

　
も
う
一
つ
の
概
念
は
「
侵
害
（
犀
鼠
爵
昌
ぎ
鵬
）
」
で
あ
る
。
性
犯

罪
を
性
行
為
（
ω
①
莞
＝
び
き
色
ぎ
鵬
）
そ
の
も
の
と
し
て
み
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
被
害
者
の
人
格
、
性
的
自
己
決
定
権
、
自

由
等
を
ど
こ
ま
で
侵
害
し
た
の
か
と
い
う
点
に
刑
罰
価
値
の
根
拠
を

求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
人
は
自
己
の
身
体

の
自
由
に
つ
い
て
絶
対
的
権
利
を
持
つ
の
で
あ
り
、
ま
た
「
児
童
強

姦
（
＜
巴
α
鼠
ζ
ヨ
9
富
ヨ
）
」
が
新
設
さ
れ
た
の
は
児
童
に
対
す

る
性
的
な
侵
害
の
大
き
さ
か
ら
、
一
五
歳
未
満
の
児
童
は
あ
ら
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

性
行
為
か
ら
絶
対
的
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
性
的
自
己
決
定
権
の
観
点
か
ら
立
法
顧
問
院
（
い
轟
轟
α
匁
）
は
、

強
姦
の
成
立
要
件
に
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ガ
リ
ア
事
件
に
つ

い
て
欧
州
裁
判
所
が
行
な
っ
た
欧
州
人
権
条
約
の
解
釈
の
分
析
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

づ
い
た
再
検
討
を
求
め
た
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
事
件
と
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア

の
裁
判
所
に
お
い
て
一
四
歳
の
少
女
が
二
人
の
男
性
に
強
姦
さ
れ
た

と
す
る
事
件
で
、
加
害
者
は
暴
力
を
用
い
ず
、
被
害
者
も
抵
抗
せ
ず

に
性
交
に
応
じ
た
こ
と
を
理
由
に
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
な
か
っ
た
事

実
を
欧
州
人
権
条
約
第
三
条
及
び
第
八
条
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て

被
害
者
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
政
府
を
相
手
に
欧
州
裁
判
所
に
提
訴
し
、
同

裁
判
所
が
二
〇
〇
三
年
二
一
月
四
日
に
「
条
約
に
基
づ
く
各
国
の
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
義
務
は
、
被
害
者
が
仮
に
物
理
的
に
抵
抗
し
な
か
っ
た

と
し
て
も
そ
の
同
意
を
得
ず
に
実
行
さ
れ
た
性
的
行
為
に
刑
罰
を
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

め
、
起
訴
す
る
義
務
を
意
味
す
る
」
と
認
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
製
）

　
分
析
に
よ
れ
ば
、
欧
州
裁
判
所
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
政
府
が
原
告
の

主
張
（
強
姦
の
刑
事
責
任
の
判
断
に
あ
た
り
特
に
被
害
者
の
抵
抗
の

存
否
を
重
視
し
て
い
る
。
）
に
対
し
て
実
務
的
に
も
理
論
的
に
も
何

も
説
明
し
て
い
な
い
と
認
定
し
、
こ
の
処
理
の
仕
方
は
、
強
姦
事
件
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の
効
果
的
訴
訟
に
関
し
て
欧
州
条
約
が
加
盟
諸
国
に
科
し
て
い
る
要

求
に
対
応
す
る
に
は
余
り
に
も
冷
た
す
ぎ
る
と
考
え
て
い
る
。
従
っ

て
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
裁
判
所
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
よ
う
な
法
の
適
用

を
も
っ
て
し
て
は
、
強
姦
や
そ
の
他
の
性
的
攻
撃
に
対
す
る
充
分
効

果
的
な
保
護
を
認
め
て
い
る
と
い
え
ず
、
欧
州
裁
判
所
は
条
約
の
侵

害
が
あ
っ
た
と
認
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ガ
リ
ア
事
件
が
示
す
の
は
、
強
姦
の
規
定
が
暴
行
と
威
嚇
を

要
件
と
す
る
こ
と
を
欧
州
条
約
に
違
反
す
る
と
み
る
の
で
な
く
、
す

べ
て
の
条
件
の
包
括
的
判
断
が
強
姦
事
件
で
は
必
要
で
あ
る
と
解
釈

で
き
る
。
政
府
は
、
こ
の
解
釈
を
基
に
暴
行
と
威
嚇
を
成
人
に
対
す

る
強
姦
の
要
件
と
す
る
こ
と
が
欧
州
条
約
の
要
求
に
違
反
す
る
も
の

で
は
な
い
と
考
え
た
。
更
に
、
立
法
顧
問
院
の
意
見
も
強
姦
の
規
定

の
構
成
に
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
被
害
者

の
同
意
を
強
姦
成
立
の
基
本
的
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
は
被

害
者
の
抵
抗
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
の
強
姦
規
定
の
適
用
に
は
無
意
味

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
事
件
で
の
欧
州
裁
判
所
の
意

見
と
の
一
致
を
図
る
必
要
は
な
い
と
結
論
し
た
。

四
　
個
々
の
規
定
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、
第
六
章
の
新
し
い
規
定
と
そ
の
解
説
と
に
基
づ
い
て
、

個
々
の
行
為
類
型
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
A
　
強
姦
（
く
里
ユ
感
葬
）

　
強
姦
は
、
「
強
姦
」
、
「
重
強
姦
」
と
軽
微
な
強
姦
に
分
か
れ
る
。

強
姦
は
、
行
為
者
が
傷
害
、
暴
行
又
は
犯
罪
行
為
の
威
嚇
を
も
っ
て

他
人
を
強
制
的
に
姦
淫
し
、
ま
た
は
そ
の
他
の
姦
淫
と
同
程
度
の
性

的
行
為
を
実
行
し
ま
た
は
忍
耐
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
姦
淫
は
異
性

間
の
み
に
限
ら
れ
、
同
性
間
の
も
の
は
そ
の
他
の
性
的
行
為
に
含
め

ら
れ
る
。
夫
婦
間
、
婚
約
者
間
、
同
棲
者
間
で
も
強
姦
が
成
立
す
る
。

姦
淫
と
同
程
度
と
さ
れ
る
行
為
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
ア
ナ
ル

性
交
、
オ
ラ
ル
性
交
の
他
、
異
物
や
拳
を
性
器
に
差
込
む
行
為
が
あ

げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
重
強
姦
の
定
義
か
ら
「
生
命
に
対
す
る
危
険
」

と
い
う
表
現
が
削
ら
れ
、
「
深
刻
な
暴
力
又
は
威
嚇
」
、
「
複
数
の
行

為
者
」
、
「
無
思
慮
と
残
酷
さ
」
が
判
断
の
基
準
に
な
り
、
強
姦
の
適

用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
B
　
性
的
強
制
（
ω
Φ
×
垢
＝
二
く
雪
σ
Q
）

　
強
姦
の
適
用
範
囲
の
拡
大
に
よ
っ
て
性
的
強
制
の
適
用
範
囲
は
限

定
さ
れ
た
が
、
規
定
の
内
容
の
変
更
は
な
い
。
強
姦
を
構
成
し
な
い

無
援
助
状
態
に
あ
る
者
の
不
適
切
な
性
的
玩
弄
も
こ
こ
に
分
類
さ
れ

る
。
沿
革
的
に
は
現
行
刑
法
の
当
初
の
第
六
章
第
二
条
の
罪
「
性
的

自
由
権
の
侵
害
」
が
一
九
八
四
年
の
改
正
で
第
二
条
の
「
性
的
強

制
」
と
第
三
条
の
「
性
的
玩
弄
」
と
に
分
け
ら
れ
、
更
に
、
一
九
九
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二
年
に
「
性
的
強
制
」
が
「
性
的
強
制
」
と
「
重
性
的
強
制
」
と
に

　
　
　
　
　
（
4
7
）

分
け
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
改
正
は
こ
の
区
別
を
そ
の
ま
ま
引
継
い

で
い
る
。
判
断
の
基
準
は
、
「
複
数
の
行
為
者
」
と
「
無
思
慮
と
残

酷
さ
」
で
あ
る
。

「
性
的
強
制
」
は
強
姦
を
構
成
し
な
い
が
、
強
要
（
○
一
鎚
象
養
轟
）

に
よ
っ
て
他
人
に
性
的
行
為
を
実
行
し
ま
た
は
忍
耐
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。
加
害
者
、
被
害
者
の
性
別
は
無
関
係
で
、
当
事
者
間
の
関
係

も
意
味
を
も
た
な
い
。
行
為
者
に
よ
っ
て
第
三
者
が
性
的
行
為
を
実

行
し
又
は
忍
耐
さ
せ
る
場
合
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら

性
的
行
為
を
行
な
わ
な
い
者
も
責
任
を
問
わ
れ
る
。

　
C
　
依
存
的
地
位
に
あ
る
者
の
性
的
玩
弄
（
ω
Φ
×
⊂
Φ
＝
件
　
三
ミ
苓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
V

　
　
一
①
a
Φ
鋤
＜
U
①
『
ω
o
ヨ
σ
Φ
δ
Φ
⊃
α
①
ω
壁
一
⊃
一
⊃
σ
Q
）

　
沿
革
的
に
は
、
こ
の
罪
も
現
行
刑
法
の
当
初
の
第
六
章
第
二
条
の

罪
「
性
的
自
由
権
の
侵
害
」
か
ら
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
八

四
年
の
改
正
で
脅
迫
に
よ
る
性
的
接
触
が
こ
の
罪
か
ら
分
離
し
、
性

的
強
制
に
分
類
さ
れ
た
。
そ
し
て
行
為
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
味

で
依
存
的
関
係
に
あ
る
者
、
即
ち
「
無
力
も
し
く
は
そ
の
他
無
援
助

の
状
態
に
あ
る
か
又
は
精
神
障
害
に
か
か
っ
て
い
る
者
を
不
適
切
に

玩
弄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
と
性
的
接
触
」
を
行
な
う
者
を
依
存

的
地
位
に
あ
る
者
の
性
的
玩
弄
と
し
て
処
罰
の
対
象
と
し
、
こ
の
罪

を
無
思
慮
に
行
な
う
場
合
こ
れ
を
重
依
存
的
地
位
に
あ
る
者
の
性
的

玩
弄
と
し
て
処
罰
し
た
。
今
回
の
改
正
で
は
、
依
存
状
態
の
具
体
的

指
摘
が
消
滅
し
、
依
存
状
態
を
一
般
的
に
規
定
し
、
そ
れ
を
利
用
し

て
性
的
行
為
を
実
行
し
又
は
忍
耐
さ
せ
る
場
合
が
こ
の
罪
の
内
容
に

な
っ
て
い
る
。
複
数
の
行
為
者
と
無
思
慮
と
が
重
依
存
的
地
位
に
あ

る
者
の
性
的
玩
弄
の
判
断
基
準
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
D
　
児
童
強
姦
（
＜
①
一
α
痘
葬
ヨ
9
冨
∋
）

　
児
童
強
姦
は
今
回
の
改
正
で
新
設
さ
れ
た
罪
で
あ
る
。
一
五
歳
未

満
の
児
童
は
性
的
行
為
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
基

本
で
あ
る
。
従
っ
て
、
強
姦
で
は
あ
る
が
、
暴
力
や
威
嚇
を
加
え
る

こ
と
は
要
件
に
な
ら
な
い
。
単
に
姦
淫
ま
た
は
そ
れ
と
同
程
度
と
さ

れ
る
行
為
が
あ
れ
ば
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
被
害
者
の
性
別
も

無
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
被
害
者
が
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た
場

合
で
も
こ
の
罪
が
成
立
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
英
米
法
の
い
わ
ゆ
る

oっ

辞
讐
日
o
昌
轟
幕
に
近
い
犯
罪
類
型
と
い
う
こ
と
が
て
き
よ
う
。

　
一
五
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
者
の
場
合
に
は
、
一
五
歳
未
満
の
者

の
場
合
と
は
異
な
り
一
定
の
限
界
内
で
性
的
な
自
己
決
定
権
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
行
為
者
の
子
孫
の
場
合
、
行
為
者
の
養

育
下
に
あ
る
者
の
場
合
、
公
務
所
の
決
定
に
よ
っ
て
行
為
者
の
保
護

と
監
督
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
者
の
場
合
な
ど
行
為
者
と
被
害
者
と

の
間
に
特
定
の
依
存
関
係
が
存
在
す
る
と
き
に
こ
の
罪
の
成
立
が
認

め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
教
師
と
生
徒
と
の
関
係
は
こ
こ
に
い
う
依
存
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（
5
0
）

関
係
に
は
含
ま
れ
な
い
。

　
重
児
童
強
姦
の
判
断
基
準
は
、
「
暴
力
と
犯
罪
の
威
嚇
の
使
用
」
、

「
複
数
の
行
為
者
」
、
行
為
経
過
と
被
害
者
の
年
齢
に
照
ら
し
た
「
無

思
慮
と
残
酷
さ
」
で
あ
る
。

　
重
児
童
強
姦
と
は
逆
に
行
為
を
め
ぐ
る
事
情
が
さ
ほ
ど
深
刻
で
は

な
い
場
合
児
童
強
姦
の
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
は
強
姦
と

い
う
表
現
で
は
な
く
、
「
児
童
の
性
的
玩
弄
（
ω
o
釜
①
澤
　
信
9
旨
併
・

す
口
留
婁
富
ヨ
）
」
と
い
う
別
の
構
成
要
件
が
今
回
の
改
正
に
よ
り

新
た
に
設
定
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
一
四
歳
二
月
の
児
童
が
自
由
意

思
で
恋
愛
関
係
に
あ
る
成
人
と
性
交
す
る
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
、

被
害
者
の
同
意
が
児
童
強
姦
の
罪
の
成
立
に
影
響
し
な
い
点
の
救
済

を
図
る
た
め
の
も
の
で
、
こ
の
規
定
の
適
用
は
制
限
的
に
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　
E
　
児
童
に
対
す
る
強
制
狼
褻
（
ω
Φ
×
⊆
Φ
…
σ
く
Φ
お
お
薯
ヨ
9

（
5
2
）

9
∋
）
「
児
童
の
性
的
玩
弄
」
に
も
「
児
童
強
姦
」
に
も
該
当
し
な
い
児
童

に
対
す
る
性
犯
罪
を
規
定
す
る
も
の
で
、
い
わ
ば
副
次
的
な
罪
で
あ

る
。
具
体
的
な
行
為
の
例
示
と
し
て
は
、
加
害
者
が
児
童
に
自
分
の

面
前
で
オ
ナ
ニ
ー
を
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て

（
5
3
）

い
る
。
「
重
児
童
に
対
す
る
強
制
狸
褻
」
の
判
断
基
準
は
、
「
複
数
の

行
為
者
」
、
行
為
経
過
と
被
害
者
の
年
齢
に
照
ら
し
た
「
無
思
慮
と

残
酷
さ
」
で
あ
る
。

　
F
　
子
孫
と
の
姦
淫
及
び
兄
弟
姉
妹
と
の
姦
淫
（
留
ヨ
σ
σ
q
3
a

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
54
）

　
　
薯
δ
∋
ヨ
σ
q
噛
留
ヨ
冨
σ
q
ヨ
①
α
ω
誘
δ
コ
）

　
こ
れ
は
現
行
刑
法
制
定
時
の
「
子
孫
の
肉
体
的
凌
辱
」
及
び
「
兄

弟
姉
妹
へ
肉
体
的
凌
辱
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
第
一

条
な
い
し
第
四
条
と
の
関
連
で
は
副
次
的
な
規
定
で
あ
る
。
四
個
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
55
）

規
定
が
適
用
で
き
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
の
罪
が
優
先
す
る
。

　
G
　
性
的
姿
態
表
現
へ
の
児
童
の
利
用
（
⊂
雪
旨
言
a
Φ
　
碧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　
σ
ΩD
『
コ
｛
α
『
ω
Φ
×
⊆
Φ
＝
1
0
ω
Φ
＝
コ
σ
Q
）

　
今
回
の
改
正
で
新
設
さ
れ
た
罪
で
あ
る
。
性
的
な
面
で
児
童
を
保

護
す
る
こ
と
は
、
児
童
の
健
全
な
発
達
の
た
め
に
重
要
な
課
題
に
な

っ
て
お
り
、
欧
州
共
同
体
委
員
会
は
前
述
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
一
年

に
児
童
の
性
的
搾
取
及
び
児
童
ポ
ル
ノ
の
廃
絶
に
関
す
る
枠
組
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

を
行
な
っ
て
い
る
。
決
定
の
第
二
条
は
、

　
各
加
盟
国
は
、
下
記
の
行
為
を
可
罰
化
す
る
の
を
確
実
に
す
る
た
め
必

要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
、
児
童
を
売
春
の
た
め
強
要
し
、
搾
取
し
、
誘
導
し
、
利
益
を
あ
げ

　
　
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
児
童
売
春
を
容
易
に
す
る
こ
と
。

　
二
、
児
童
を
下
記
の
状
況
下
で
性
的
行
為
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
（
】
）
　
誘
導
も
し
く
は
強
要
、
暴
力
も
し
く
は
威
嚇
を
使
用
す
る
、

　
　
（
二
）
　
金
銭
、
そ
の
他
の
経
済
的
価
値
の
あ
る
も
の
も
し
く
は
そ
の
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他
の
形
の
見
返
り
を
性
的
行
為
の
代
償
と
し
て
児
童
に
与
え
る
、

　
又
は

（
三
）
　
児
童
の
弱
み
に
付
け
込
ん
で
権
威
も
し
く
は
影
響
力
を
用
い

　
る
。

と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
措
置
を
各
国
は
実
施
す
る
義

務
を
負
っ
て
い
る
。
伝
統
的
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
こ
の
面
で
積
極
的

に
行
動
す
る
国
で
あ
り
、
枠
組
決
定
に
よ
る
責
務
を
完
全
に
履
行
す

　
　
　
　
（
5
8
）

る
と
し
て
い
る
。

　
一
五
歳
未
満
の
者
が
姿
態
表
現
へ
の
協
力
に
同
意
す
る
こ
と
は
無

意
味
で
、
無
条
件
に
協
力
は
禁
止
さ
れ
る
。
し
か
し
、
】
五
歳
以
上

一
八
歳
未
満
の
者
の
場
合
に
は
、
右
の
禁
止
は
限
定
さ
れ
た
も
の
に

な
る
。
そ
の
た
め
、
児
童
の
健
康
及
び
発
達
を
害
す
る
場
合
に
は
禁

止
が
働
く
と
す
る
文
言
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
重
性
的
姿
態
表
現

へ
の
児
童
の
利
用
」
の
判
断
基
準
は
、
「
大
掛
か
り
な
ク
ラ
ブ
の
経

営
」
、
「
収
益
の
大
き
さ
」
及
び
「
無
思
慮
な
児
童
の
利
用
」
で
あ
る
。

　
H
　
児
童
の
性
的
行
為
の
購
入
（
ス
9
①
＜
ω
①
×
⊂
Φ
＝
冨
a
一
一
⊃
σ
q

　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
髪
冨
∋
）

　
こ
の
行
為
は
】
八
歳
未
満
の
児
童
に
例
外
な
く
適
用
さ
れ
る
。
た

だ
、
売
春
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
規
定
を
別
に
設
け
る
（
第
一
一

条
）
こ
と
か
ら
、
児
童
を
対
象
と
す
る
規
定
が
特
に
必
要
か
ど
う
か

が
問
題
に
な
っ
た
。
児
童
の
保
護
を
主
眼
に
お
く
と
き
、
売
春
以
外

の
性
的
な
行
為
に
つ
い
て
も
そ
の
購
入
を
児
童
の
場
合
に
は
禁
じ
る

べ
き
で
、
支
払
者
が
第
三
者
で
あ
っ
て
も
児
童
の
性
的
行
為
を
享
有

し
た
者
は
処
罰
の
対
象
に
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
1
　
狼
褻
行
為
（
ω
Φ
×
⊆
Φ
三
〇
ヰ
Φ
量
a
Φ
）

　
現
行
刑
法
制
定
当
時
の
o
蜜
釜
讐
幕
8
2
号
（
第
六
章
第
六
条
）

の
罪
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
罪
名
は
一
九
八
四
年
の
改

正
に
よ
り
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
規
定
は
副
次
的
規
定

と
さ
れ
て
お
り
、
第
一
条
か
ら
第
九
条
迄
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
児
童
の
性
別
、
同
意
は
犯
罪
の
成
立
に
無

関
係
で
あ
る
。
行
為
者
に
と
っ
て
性
的
な
意
味
が
疑
い
な
く
認
め
ら

れ
る
こ
と
が
必
要
条
件
で
あ
る
。
従
っ
て
、
水
浴
中
に
裸
の
子
を
抱

き
上
げ
た
だ
け
で
は
こ
の
罪
は
成
立
し
な
い
。

　
露
出
行
為
は
こ
こ
に
含
ま
れ
る
（
第
一
〇
条
第
二
項
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
61
）

　
J
　
性
的
奉
仕
の
購
入
（
ス
9
髪
8
×
話
＝
籔
コ
陰
）

　
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
罪
は
、
一
九
九
八
年
に
制
定
さ
れ
た
性
的

奉
仕
の
購
入
を
禁
止
す
る
法
律
（
一
九
九
八
年
法
律
第
四
〇
八
号
）

を
廃
止
し
、
そ
の
内
容
を
刑
法
第
六
章
の
中
に
第
二
条
と
し
て
取

入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
六
章
の
罪
の
中
で
こ
の
罪
は
副
次
的
な
罪
で
あ
る
。
た
だ
し
、

児
童
の
性
的
行
為
の
購
入
と
の
関
係
で
は
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
あ
る
人
が
対
価
を
支
払
っ
て
一
時
的
な
性
的
結
合
を
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他
人
と
持
て
ば
こ
の
罪
が
成
立
す
る
。
対
価
を
誰
が
支
払
う
か
は
犯

罪
の
成
立
に
無
関
係
で
あ
る
。
売
春
は
当
然
こ
こ
に
含
ま
れ
る
が
、

売
春
で
な
く
と
も
対
価
を
得
て
た
ま
た
ま
一
回
だ
け
性
関
係
を
持
っ

た
と
し
て
も
こ
の
罪
が
成
立
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
K
　
媒
合
（
ス
o
暮
一
Φ
こ

　
こ
の
罪
の
内
容
は
現
行
刑
法
制
定
当
時
と
大
き
い
変
化
は
な
い
が
、

「
重
媒
合
」
の
判
断
基
準
が
道
徳
的
色
合
い
か
ら
経
済
的
色
合
い
を

強
め
る
方
向
に
変
化
し
て
い
る
。
制
定
当
時
の
第
六
章
第
七
条
に
は

「
犯
罪
者
が
不
道
徳
な
生
活
を
広
範
に
奨
励
し
た
か
、
又
は
他
人
を

　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

無
情
に
利
用
し
た
か
」
と
基
準
が
書
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
改

正
で
、
不
道
徳
な
生
活
云
々
の
文
言
は
削
除
さ
れ
て
「
対
価
を
得
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

行
な
う
一
時
的
な
性
的
結
合
を
促
進
」
と
変
化
し
、
更
に
「
大
規
模

に
運
営
さ
れ
る
活
動
に
か
か
り
、
多
額
の
利
益
を
も
た
ら
す
」
こ
と

が
基
準
に
追
加
さ
れ
て
い
る
。
売
春
（
零
o
践
ε
鉱
2
）
の
語
が
第

六
章
第
一
二
条
で
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
こ
の
語
の
も
つ
道
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
65
）

的
否
定
的
価
値
観
に
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
66
）

　
L
　
児
童
ポ
ル
ノ
の
処
罰

　
第
六
章
の
犯
罪
と
直
接
関
係
は
な
い
が
、
第
一
六
章
の
「
公
共
の

秩
序
に
対
す
る
罪
」
に
第
一
〇
条
の
二
の
一
部
改
正
が
提
案
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
重
児
童
ポ
ル
ノ
罪
」
の
法
定
刑
が
四
年

か
ら
六
年
に
引
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
児
童
の
性
的
搾

取
及
び
児
童
ポ
ル
ノ
の
廃
絶
の
手
段
と
し
て
欧
州
共
同
体
の
枠
組
決

定
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
積
極
的
に
実
行
す
る
姿
勢
を
示
す
と
こ
ろ
に

あ
る
。
従
っ
て
、
法
定
刑
の
引
上
げ
は
厳
罰
化
を
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
く
、
裁
判
所
の
量
刑
に
巾
を
も
た
せ
、
事
件
の
柔
軟
な
処
理

を
可
能
に
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
M
　
訴
訟
法
上
の
問
題

　
今
回
の
改
正
で
は
、
訴
訟
法
上
二
つ
の
重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
児
童
強
姦
等
児
童
を
対
象
と
す
る
性
犯
罪
の
時
効
期
間
の
計

　
　
　
　
　
（
6
7
）

算
に
か
か
る
も
の
で
、
時
効
期
問
進
行
の
始
期
が
現
行
の
一
五
歳
か

ら
一
八
歳
に
達
し
た
時
又
は
達
す
べ
き
で
あ
っ
た
時
か
ら
に
変
更
さ

れ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
規
定
は
刑
法
第
三
五
章
第
四
条
に
定
め
ら
れ

て
い
る
。

　
そ
の
理
由
は
、
児
童
期
に
お
け
る
性
犯
罪
の
被
害
は
深
刻
で
、
一

生
涯
継
続
す
る
こ
と
、
児
童
は
判
断
力
が
未
熟
で
成
熟
し
た
後
で
な

け
れ
ば
十
分
に
自
分
の
被
害
を
意
識
し
、
対
抗
手
段
を
自
ら
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
性
犯
罪
に
対
す
る
最
も
効
果
的
な
対
抗
措

置
は
刑
法
上
の
刑
罰
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
68
）

　
も
う
一
つ
は
、
国
外
犯
の
二
重
処
罰
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
今

回
の
改
正
で
刑
法
第
二
章
第
二
条
が
改
正
さ
れ
て
、
第
六
章
第
一
条

な
い
し
第
六
条
、
第
八
条
第
三
項
及
び
第
二
一
条
の
罪
（
未
遂
を
含

む
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
罪
が
一
八
歳
未
満
の
児
童
を
対
象
と
し
て
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スウェーテン刑法第六章（性犯罪）の改正にっいて

犯
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
人
の
国
外
犯
に
対
す
る
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
の
裁
判
権
及
び
刑
罰
に
関
す
る
制
限
を
適
用
し
な
い
と
い

う
規
定
が
第
二
章
第
二
条
に
追
加
さ
れ
た
。

　
そ
の
理
由
は
児
童
の
権
利
条
約
に
よ
る
国
際
的
協
力
義
務
の
一
環

と
し
て
、
例
え
ば
外
国
旅
行
中
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
が
旅
行
先
の
国

に
お
い
て
刑
法
第
六
章
に
あ
た
る
罪
を
現
地
の
児
童
に
対
し
て
犯
し

た
場
合
、
そ
の
国
の
司
法
処
理
の
結
果
を
考
慮
し
な
い
で
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
法
に
従
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
児
童
保
護
の
観
点
か
ら
当
然

と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

（
1
）
　
宮
澤
浩
一
訳
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典
、
法
務
省
司
法
法
制
調

査
部
、
昭
和
四
三
年
、
三
八
頁
参
照
。
な
お
、
現
行
刑
法
以
前
の
性

犯
罪
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
o
り
貸
ミ
、
ミ
薯
ミ
鰻
、
匙
＞
o
o
O
C

　
一
㊤
ざ
φ
薯
●
鴇
－
お
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。
特
に
、
性
犯
罪
に

　
対
す
る
死
刑
に
つ
い
て
｝
、
議
ミ
ミ
ミ
象
、
～
ミ
ミ
ミ
鴇
肇
ミ
ミ
急
．
ミ
ー

箋
題
挙
oo
O
⊂
一
㊤
○
。
叩
2
も
』
H
ま
た
、
不
十
分
な
も
の
て
あ
る
が

　
坂
田
、
「
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
刑
法
に
お
け
る
性
規
定
」
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四

　
七
四
号
、
昭
和
四
六
年
、
三
七
頁
以
下
。

（
2
）
　
中
谷
理
子
外
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
性
刑
法
の
改
正
」
、
ジ
ュ
リ
ス

　
ト
八
七
二
号
、
昭
和
六
］
年
、
五
〇
頁
参
照
。

（
3
）
　
中
谷
理
子
外
、
同
書
四
九
頁
。
O
P
巳
f
oo
O
C
一
㊤
お
φ

（
4
）
一
げ
一
α
：
P
一
S

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

　α①

）
。

14131211109

一
ざ
ミ
ミ
ミ
、
ω
O
C
お
o。
一
る
↑
’
一
）
P
①
－
刈
』
卜

O
P
Ω
辞
：
ω
O
C
一
〇
〇
〇
鱒
”
O
ピ
℃
P
Go
下
占
亀
’

O
P
9
叶
こ
oo
O
C
一
〇
〇〇
一
6
“
．

強
姦
罪
（
～
．
巴
血
感
ζ
）
と
性
的
暴
行
の
罪

○
戸
9
辞
■
‘
oo
O
¢
一
〇
〇〇
一
”
2
‘
P
認
。

以
下
要
約
（
ε
こ
こ
O
O
』
お
ヌ
）
に
よ
る
。

一
ご
こ
；
℃
P
圏
一
－
N
お
ー

ヨ
こ
こ
℃
P
砦
O
幽
自
。

一
げ
こ
：
O
P
N
認
幽
認
’
q
。

O
P
息
一
；
ω
○
ご
一
㊤
Oc
ド
O
一
」
も
P
旨
6
9

中
谷
理
子
外
、
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
二
号
、

（
～
．
巴
α
ま
轟
コ
ー

昭
和
六
一
年
、

　
四
九
ー
五
一
頁
参
照
。

（
1
5
）
　
＞
§
－
＼
国
一
〇
〇
〇
〇
．
も
P
巽
しo
脇
h

（
1
6
）
　
こ
の
答
申
は
A
（
答
申
本
文
）
、
B
（
資
料
）
か
ら
成
っ
て
い

　
る
。
答
申
は
、
女
性
の
平
穏
の
問
題
を
社
会
サ
ー
ビ
ス
、
健
康
・
医

療
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
包
括
的
に
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
と

　
し
て
性
犯
罪
の
規
定
の
見
直
し
を
し
て
い
る
。
特
に
、
答
申
は
「
強

　姦」の

概
念
を
極
端
に
拡
大
し
、
「
姦
淫
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
玩

　
弄
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
O
P
蝕
r
ω
○
ご
お
3
“
9
U
色
＞
Ψ

　
P
一
P

（
1
7
）
　
答
申
は
、
経
済
的
又
は
そ
れ
と
同
等
の
補
償
を
対
価
と
し
て
一

　
時
的
な
性
的
結
合
の
た
め
に
他
人
を
玩
弄
す
る
者
は
、
性
取
引

　
（
訳
曾
誓
窪
号
言
）
と
し
て
罰
金
又
は
六
月
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
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と
い
う
規
定
を
刑
法
六
章
八
条
に
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　　　 パ　　 　　　 ハ　　 　　　 　　　 ハ　　 ハ　　 パ　　 　　　 　　　 　　　 　　　 ハ　　 　　　ハ

鐘磐む憩讐嬰辺簗嬰嬰怨怨包怨坦轡o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℃

O
一
什
こ
　
Qり
○
¢
一
〇
㊤
0
一
一
〇
）
O
。

一
σ
一
α
こ
　
冒
℃
。
ω
刈
“
1
もQ
刈
OQ
●

H
げ
一
α
二
　
も
も
。
GO
O
C
O
I
も

Q
OC
G
Q
甲

H
び
一
α
こ
　
口
●
し
Q
O
Q
一
■
。

の
鳴
麹
貸
黛
、
③
、
O
、
、
鴨
ミ
）
ω
O
C

害
こ
．

害
五

害
こ

≧
く
害
盈

一
玄
α

筈
こ
∈
こ

H
σ
一
α
こ

冒
一
α
こ

一
げ
己
こ

ω
（
）
C
　
N
O
O
一
”

b
も
。
“
1
一
〇
）

口
O
■
N
O
Q
I
G

Q
㎝
。

O
O
．
N
切
I
N
Q
o
り

O
一
）
。
しQ
刈
1
ω
O
。

ロ
・
ω
“
。

説
児
童
の
権
利
条
約
一

“
9

（
34
）

　
餅
ミ
、
、
斜

　
b
◎
、
、
嵩
◎
偽
＼
犠
b
壽
）
、
）

もO

GQ
N
O
O
］
■
り
一
“
）
　
℃
も
’
㎝
O
刈
I
QQ
。

区
’目

次
に
よ
る
。

　
　
　
o
う
俺
遍
ミ
霜
、
腎
㌔
、
O
、
、
し
o
、
亀
偽
恥
、
～
、
、
、
N
、
ミ
偽
Ψ
℃
『
O
冒
’
N
O
O
“
＼
O
㎝
”
“
㎝
。

　
　
　
　
：
　
も
9
］
■
O
O
略
。

　
　
　
　
こ
　
O
も
、
N
一
「
隔
略
。

　
　
　
　
二
P
お
，

　
　
　
　
こ
ロ
●
N
O
。

児
童
の
権
利
条
約
第
三
四
条
参
照
。
波
多
野
里
望
著
、
逐
条
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
頁
以
下
Q
O
P
含
f
即
o
P
8
0
ミ
8
一

〇
。
ま
●

ら
O
N
ミ
ぴ
為
、
転
ミ
偽
、
、
黛
強
駅
ら
み
賊
ミ
隣
、
慧
、
、
黛
ミ
触
亀
、
N
　
騨
魅
曽
～
偽
妬
亀
、
N
織
へ
も
、
ミ
ー

　
　
　
、
、
N
魁
　
勉
鳴
鞭
貸
亀
、
　
鳴
鞭
b
、
も
帖
、
貸
、
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目
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日
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ω
Φ
×
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O
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四
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貼
O
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一
一
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餌
コ
血
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自
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℃
O
『
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O
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『
㊤
冒
一
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ヨ
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P
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帥
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〇
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嘱
『
○
コ
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O
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ヨ
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ω
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O
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ρ
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O
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O
O
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鋤
一
ρ
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Φ
国
⊆
円
O
も
Φ
鋤
コ
℃
四
『
一
一
餌
－

　
b
日
①
⇒
“
O
O
口
日
（
N
O
O
O
）
　
O
Q
㎝
“
臣
一
昌
蝉
一
＼
N
、
ω
『
仁
ω
ω
①
一
の
）
N
N
。
一
●
N
O
O
一
）
℃
も
。

　
GQ
一
1
ω
N
”
＞
同
二
〇
一
①
ω
N
髄
一
ρ
α
しQ
。
○
口
．
O
一
辞
こ
勺
『
○
℃
。
N
O
O
“
＼
O
q
一
“
㎝
｝
O
O
●
N
刈

　
1
しQ
O
、
＝
O
一
ヨ
ρ
＜
一
ω
“
　
一
し
①
コ
鋤
　
5
ρ
b
ρ
こ
　
ヒ
⇔
塙
、
O
、
、
G
o
曽
貸
、
神
鴨
ミ
　
』
Ψ
ω
二
も
℃
一
」
■
GQ
）

8
0
9
Z
o
鵠
8
舞
ω
蜀
警
一
彊
）
P
①
歯
舞
以
下
馳
、
ミ
、
忌
ミ
壽
ミ
』

　
と
し
て
引
用
す
る
。

（
訪
）
　
　
㌧
S
き
S
国
曽
N
O
O
q
曽
ロ
ロ
●
H
一
一
「
1
一
］
■
N
O
h

（
％
）
　
　
b
＼
亀
、
、
　
q
O
ミ
噂
鳴
ミ
、
蝋
◎
ミ
　
も
ミ
　
G
紀
ぴ
曳
、
I
O
、
、
魯
ミ
偽
堕
　
＼
一
、
・
、
～
ら
、
～
　
も
ー
ー
I

　
O
、
隷
醤
ら
鴨
鱗
　
㌔
、
鳴
』
貸
～
鳴
織
　
、
O
　
ら
、
～
、
』
織
b
O
㌔
、
ミ
O
恥
｝
、
亀
b
、
、
）
詳
　
O
】
》
℃
O
　
（
国
＝
『
O
－

　
冒
①
鋤
昌
　
O
O
コ
ρ
ヨ
一
δ
け
O
O
　
O
昌
　
O
吋
一
ヨ
O
　
℃
『
O
げ
一
①
5
日
ω
）
　
男
一
コ
四
｝
　
駅
〆
O
鉱
く
一
辞
》
．

　
カ
①
唱
O
吋
戸
ω
辞
『
帥
ω
び
O
仁
『
閃
・
N
㎝
区
餌
》
・
ω
O
O
一
■
ゆ
O
一
》
℃
O
　
（
N
O
O
一
）
　
N
同
O
＜
。

　
9
■

（
3
7
）
宮
澤
前
掲
書
で
は
o
ε
葬
を
凌
辱
と
訳
し
て
い
る
。
一
九
八

　
四
年
改
正
で
は
0
9
算
は
ぎ
霧
＝
讐
自
ヨ
蕊
⇒
鷺
と
変
更
さ
れ
た
。

　
O
P
g
f
℃
δ
P
8
0
ミ
O
曾
轟
9
0
℃
』
一
山
㎝
9
。
な
お
、
＝
o
一
日
－

　
ρ
＜
沖
の
6
ヨ
ヨ
ニ
b
⇔
、
O
、
～
ら
り
ぴ
畠
馬
神
飛
ミ
　
～
）
口
。
①
一
〇〇
〇
｛
り

（
3
8
）
　
前
掲
中
谷
論
文
は
、
留
巨
謎
を
英
訳
の
0
8
三
象
o
の
訳
語

　
と
し
て
「
性
交
」
と
訳
し
、
こ
の
語
を
英
訳
の
ω
o
釜
巴
　
一
三
R
－

8
貫
ω
①
の
訳
語
と
し
て
「
こ
れ
（
筆
者
注
・
0
8
三
讐
Φ
）
に
準
じ

　
る
性
交
」
と
訳
し
て
い
る
。
中
谷
外
、
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
二
号

　
五
三
頁
以
下
。
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［
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；

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
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①
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ω
。

○
℃
。
o
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こ
ω
O
C
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O
O
一
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」
蒔
．
O
℃
．
一
一
①
｛
。

O
o
’
∩
詳
：
℃
目
o
℃
。
N
O
O
一
＼
O
㎝
二
9
℃
。
N
一
。

　
一
げ
一
α
：
℃
も
。
Go
刈
1
↑
一
■
。

U
四
⇒
o
＝
⊆
P
＝
聾
⇒
9
国
⊆
吋
o
℃
蝉
α
○
一
冨
ω
貯
o
一
〇
⇒
ω
α
○
コ
一
㊤
罫
し
り
～
、
～
S

（
N
O
O
“
）
曽
℃
’
刈
お
o
略
・

O
P
息
f
℃
3
P
8
2
＼
O
卸
“
伊
O
P
お
－
自
■
以
．
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こ
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よ

ρ
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馨
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写
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；
　
℃
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℃
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；
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℃
目
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偽
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鳥
叛
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、
6
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＜
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＼
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＼
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＼
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＼
。
㎝

山
㌔
、
q
、
、
o
り
腎
霞
、
評
鳴
ミ
　
、
．

　
　
　
ヨ
ヨ
こ

　
　
　
　
　
　
　
。
ミ
o
渉

N
O
O
“
＼
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①
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ヨ
ヨ
こ
馳
、
ミ
～
＆
ミ
尋
箋
N
』
ト
oo
二
℃
巳
。

　H

餌
堕
O
P
一
〇
＆
ρ
一
9
昭
，

（
6
7
）
　
O
P
息
什
：
ギ
o
P
N
O
O
ミ
O
野
“
9

（
6
8
）
　
O
P
息
け
こ
零
8
』
O
O
ミ
0
9
“
9

一
G
O
、
8
0
㎝
噸
Z
O
屋
鼠
α
房
閃
酵
・

O
O
■
一
一
〇
山
N
“
’

O
P
一
謡
山
Go
O
。

［
付
録
］
　
刑
法
第
六
章
　
性
犯
罪
（
二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
現
在
の
正

文
）（

一
九
八
四
年
法
律
第
三
九
九
号
、
同
年
七
月
一
日
施
行
を
以
っ
て
標

題
変
更
）

（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
を
も
っ
て
全
面
改
正
、
同
年
四
月
一
日

施
行
）

第
一
条
傷
害
も
し
く
は
そ
の
他
の
暴
行
又
は
犯
罪
行
為
の
威
嚇
に
よ

　
っ
て
他
人
を
強
制
的
に
姦
淫
し
、
又
は
侵
害
の
種
類
及
び
そ
の
他
の

　
事
情
に
て
ら
し
て
姦
淫
と
同
程
度
の
そ
の
他
の
性
行
為
を
実
行
し
も

　
し
く
は
忍
耐
さ
せ
た
者
は
「
強
姦
」
と
し
て
二
年
以
上
六
年
以
下
の

　
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
無
意
識
、
睡
眠
、
酩
酊
も
し
く
は
そ
の
他
の
薬
物
の
影
響
、
疾
病
、

　
身
体
障
害
も
し
く
は
精
神
障
害
又
は
そ
の
他
そ
の
事
情
に
て
ら
し
て

　
無
援
助
の
状
態
に
あ
る
者
を
不
適
切
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人

　
と
姦
淫
又
は
第
一
項
に
よ
り
姦
淫
と
同
程
度
と
さ
れ
る
性
行
為
を
行

　
な
う
者
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

　
　
第
一
項
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
罪
が
犯
罪
の
際
の
事
情
に
て
ら
し

　
て
あ
ま
り
重
く
な
い
場
合
に
は
四
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
第
一
項
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
罪
が
重
い
も
の
と
み
な
す
べ
き
場

　
合
に
は
「
重
強
姦
」
と
し
て
四
年
以
ヒ
十
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
右
の
罪
が
重
い
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
暴
行
又
は
威
嚇
が
特

　
に
深
刻
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
も
し
く
は
複
数
の
者
が
被
害
者
に
暴

　
行
を
加
え
も
し
く
は
そ
の
他
襲
撃
に
参
加
し
た
か
又
は
行
為
者
が
行

　
為
の
経
過
そ
の
他
に
て
ら
し
て
特
に
無
思
慮
も
し
く
は
残
酷
さ
を
示

　
し
た
か
に
つ
い
て
特
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
五

　
年
法
律
第
九
〇
号
）

第
二
条
　
第
↓
条
第
一
項
に
掲
げ
る
以
外
の
場
合
に
、
違
法
な
強
制
に

　
よ
り
人
に
性
行
為
を
実
行
も
し
く
は
忍
耐
さ
せ
る
こ
と
に
誘
引
し
た

　
者
は
、
「
性
的
強
制
」
と
し
て
二
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
第
一
条
第
二
項
に
、
小
す
要
件
の
も
と
に
同
項
に
掲
げ
る
以
外
の
性

　
行
為
を
人
に
行
な
う
者
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

　
　
第
一
項
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
罪
が
重
い
も
の
と
み
な
す
べ
き
場

　
合
に
は
「
重
性
的
強
要
」
と
し
て
六
月
以
上
六
年
以
下
の
拘
禁
に
処

　
す
る
。
右
の
罪
が
重
い
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
複
数
の
者
が

　
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
も
し
く
は
そ
の
他
襲
撃
に
参
加
し
た
か
又
は

　
行
為
者
が
そ
の
他
特
に
無
思
慮
も
し
く
は
残
酷
さ
を
．
小
し
た
か
に
つ

　
い
て
特
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九

　
〇
号
）

第
三
条
　
人
が
行
為
者
に
対
し
て
依
存
的
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
深
刻

　
に
乱
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
者
に
性
行
為
を
実
行
も
し
く
は
忍

　
耐
さ
せ
る
こ
と
に
誘
引
し
た
者
は
「
依
存
的
地
位
に
あ
る
者
の
性
的
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玩
弄
」
と
し
て
一
年
以
上
二
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
右
の
罪
が
重
い
も
の
て
あ
る
場
合
は
、
「
重
依
存
的
地
位
に
あ
る

　
者
の
性
的
誘
惑
」
と
し
て
六
月
以
上
四
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
右
の
罪
が
重
い
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
複
数
の
者
が
被
害
者

　
に
暴
行
を
加
え
も
し
く
は
そ
の
他
襲
撃
に
参
加
し
た
か
又
は
行
為
者

　
が
そ
の
他
特
に
無
思
慮
を
示
し
た
か
に
つ
い
て
特
に
考
慮
し
な
け
れ

　
は
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
）

第
四
条
　
十
五
歳
末
満
の
者
と
姦
淫
し
又
は
侵
害
の
種
類
及
び
そ
の
他

　
の
事
情
に
て
ら
し
て
姦
淫
と
同
程
度
の
そ
の
他
の
性
行
為
を
実
行
さ

　
せ
た
者
は
「
児
童
強
姦
」
と
し
て
二
年
以
上
六
年
以
下
の
拘
禁
に
処

　
す
る
。

　
　
十
五
歳
以
上
十
八
歳
未
満
で
あ
っ
て
、
か
つ
行
為
者
の
子
孫
又
は

　
そ
の
養
育
下
に
あ
る
か
も
し
く
は
同
様
な
関
係
に
あ
る
者
又
は
公
務

　
所
の
決
定
に
基
づ
き
保
護
も
し
く
は
監
視
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
者

　
に
対
し
て
第
一
項
に
掲
げ
る
行
為
を
行
な
う
者
に
つ
い
て
も
同
様
と

　
す
る
。

　
　
第
｝
項
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
罪
が
重
い
も
の
と
み
な
す
べ
き
場

　
合
は
、
「
重
児
童
強
姦
」
と
し
て
四
年
以
上
十
年
以
下
の
拘
禁
に
処

　
す
る
。
右
の
罪
が
重
い
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
行
為
者
が
暴

　
行
も
し
く
は
犯
罪
行
為
の
威
嚇
を
用
い
た
か
又
は
複
数
の
者
が
被
害

　
者
に
暴
行
を
加
え
も
し
く
は
そ
の
他
襲
撃
に
参
加
し
た
か
又
は
行
為

　
者
が
行
為
の
経
過
も
し
く
は
児
童
の
低
年
齢
そ
の
他
に
て
ら
し
て
特

　
に
無
思
慮
も
し
く
は
残
酷
さ
を
示
し
た
か
に
つ
い
て
特
に
考
慮
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
e
五
年
法
律
第
九
㌧
号
）

第
五
条
　
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
罪
が
犯
罪
の
際
の
事

　
情
に
て
ら
し
て
あ
ま
り
重
く
な
い
場
合
に
は
「
児
童
の
性
的
玩
弄
」

　
と
し
て
四
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇

　
号
）

第
六
条
　
十
五
歳
末
満
の
児
童
又
は
ト
五
歳
以
上
十
八
歳
未
満
の
者
で

　
あ
っ
て
行
為
者
と
第
四
条
第
二
項
に
掲
げ
る
関
係
に
あ
る
者
と
第
四

　
条
及
び
第
五
条
に
掲
げ
る
以
外
の
性
行
為
を
実
行
す
る
者
は
、
「
児

　
童
に
対
す
る
強
制
狸
褻
」
と
し
て
二
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
右
の
罪
が
重
い
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
「
重
児
童
に
対
す
る
強
制

　
摂
褻
」
と
し
て
六
月
以
上
六
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。
右
の
罪
が

　
重
い
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
複
数
の
者
が
児
童
に
暴
行
を
加

　
え
も
し
く
は
そ
の
他
襲
撃
に
参
加
し
た
か
又
は
行
為
者
が
行
為
の
経

　
過
も
し
く
は
児
童
の
低
年
齢
そ
の
他
に
て
ら
し
て
特
に
無
思
慮
も
し

　
く
は
残
酷
さ
を
示
し
た
か
に
つ
い
て
特
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
）

第
七
条
　
本
章
に
お
い
て
前
各
条
に
掲
げ
る
以
外
の
場
合
で
、
自
分
の

　
子
又
は
子
孫
と
姦
淫
し
た
者
は
「
子
孫
と
の
姦
淫
」
と
し
て
二
年
以

　
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
本
章
に
お
い
て
前
各
条
に
掲
げ
る
以
外
の
場
合
で
、
自
分
の
実
の

　
兄
弟
姉
妹
と
姦
淫
し
た
者
は
「
兄
弟
姉
妹
と
の
姦
淫
」
と
し
て
↓
年

　
以
ド
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
本
条
に
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
違
法
な
強
制
又
は
そ
の
他
の
不
適
切
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な
方
法
に
よ
り
右
の
行
為
に
誘
引
さ
れ
た
者
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な

　
い
。
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
）

第
八
条
　
十
五
歳
未
満
の
児
童
を
性
的
姿
態
表
現
の
実
行
又
は
そ
れ
へ

　
の
協
力
に
促
進
又
は
誘
引
す
る
者
は
、
「
性
的
姿
態
表
現
へ
の
児
童

　
の
利
用
」
と
し
て
罰
金
又
は
二
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
右
の
姿
態
表
現
が
児
童
の
健
康
及
び
発
達
を
害
す
る
性
質
の
も
の

　
で
あ
る
場
合
、
十
五
歳
以
上
十
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
右
の
行
為

　
を
行
な
う
者
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
右
の
罪
が
重
い
も
の
て
あ
る
場
合
は
、
「
重
性
的
姿
態
表
現
へ
の

　
児
童
の
利
用
」
と
し
て
六
月
以
上
六
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。
右

　
の
罪
が
重
い
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
右
の
罪
が
大
規
模
に
運

　
営
さ
れ
る
活
動
に
関
わ
る
か
、
相
当
の
収
益
を
も
た
ら
す
か
、
又
は

　
児
童
の
無
思
慮
な
利
用
を
内
容
と
す
る
か
に
つ
い
て
特
に
考
慮
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
）

第
九
条
　
本
章
に
お
い
て
前
各
条
に
掲
げ
る
以
外
の
場
合
で
、
十
八
歳

　
未
満
の
児
童
に
対
価
を
支
払
っ
て
性
行
為
を
実
行
又
は
忍
耐
す
る
よ

　
う
に
誘
引
す
る
者
は
、
「
児
童
の
性
的
行
為
の
購
入
」
と
し
て
罰
金

　
又
は
二
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
第
一
項
に
述
べ
る
こ
と
は
、
対
価
が
約
束
さ
れ
又
は
他
人
か
与
え

　
る
場
合
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九

　
〇
号
）

第
一
〇
条
本
章
に
お
い
て
前
各
条
に
掲
け
る
以
外
の
場
合
で
、
十
五

　
歳
未
満
の
者
に
性
的
に
接
触
し
又
は
右
児
童
を
性
的
内
容
の
行
為
の

　
実
行
又
は
そ
れ
へ
の
協
力
に
誘
引
す
る
者
は
、
「
狼
褻
行
為
」
と
し

　
て
罰
金
又
は
二
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
人
に
不
快
感
を
呼
起
す
方
法
で
他
人
に
向
け
て
性
器
を
露
出
し
又

　
は
そ
の
他
言
葉
も
し
く
は
振
舞
に
よ
り
人
の
性
的
統
合
性
を
侵
害
す

　
る
に
適
し
た
方
法
で
他
人
を
苦
し
め
る
者
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

　
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
）

第
一
一
条
本
章
に
お
い
て
前
各
条
に
掲
げ
る
以
外
の
場
合
で
、
対
価

　
と
引
替
え
に
一
時
的
性
的
結
合
を
得
る
者
は
、
「
性
的
奉
仕
の
購
入
」

　
と
し
て
罰
金
又
は
六
月
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
第
一
項
に
述
べ
る
こ
と
は
、
対
価
が
約
束
さ
れ
又
は
他
人
が
与
え

　
る
場
合
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九

　
〇
号
）

第
一
二
条
人
が
対
価
を
得
て
す
る
一
時
的
な
性
的
結
合
を
得
る
こ
と

　
を
促
進
し
た
り
又
は
不
適
切
な
方
法
で
経
済
的
に
利
用
し
た
り
す
る

　
者
は
、
「
媒
合
」
と
し
て
四
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
　
利
用
権
を
伴
っ
て
居
宅
を
公
開
し
て
い
る
人
は
、
右
の
居
宅
の
全

　
部
又
は
重
要
な
一
部
分
が
対
価
を
得
て
す
る
一
時
的
な
性
的
結
合
の

　
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
、
か

　
つ
公
開
を
停
止
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
理
由
の
あ
る
事
項
を
行
な

　
わ
な
い
場
合
、
右
の
活
動
が
継
続
又
は
反
復
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ

　
れ
を
右
の
活
動
を
促
進
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
、
第
一
項
に
従
っ

　
て
処
断
す
る
。

　
　
第
一
項
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
罪
が
重
い
も
の
と
み
な
す
べ
き
場
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合
は
、
「
重
媒
合
」
と
し
て
二
年
以
上
八
年
以
下
の
拘
禁
に
処
す
る
。

　
右
の
罪
が
重
い
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
右
の
罪
が
大
規
模
に

　
運
営
さ
れ
る
活
動
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
多
額
の
利
益
を
も

　
た
ら
し
た
か
又
は
無
思
慮
に
他
人
を
利
用
し
た
か
に
特
に
配
慮
を
払

　
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇
・
、
々
）

第
二
二
条
　
一
定
年
齢
未
満
の
者
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
行
為
に
つ
い

　
て
本
章
に
定
め
る
責
任
は
、
第
三
者
が
右
の
年
齢
に
達
し
て
い
な
い

　
こ
と
を
知
ら
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
に
仮
定
で
き
る
相
当
な
事
由
を

　
有
し
て
い
る
者
に
も
こ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
処
断
す
る
。
（
二
〇

　
〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
）

第
一
四
条
十
五
歳
未
満
の
児
童
に
対
し
て
第
五
条
も
し
く
は
第
六
条

　
第
一
項
に
よ
る
行
為
を
行
な
っ
た
者
又
は
第
八
条
第
一
項
も
し
く
は

　
第
十
条
第
一
項
に
よ
る
行
為
を
行
な
っ
た
者
は
、
そ
の
者
と
児
童
と

　
の
年
齢
及
ひ
発
達
の
差
が
小
さ
い
こ
と
及
び
そ
の
他
の
事
情
に
て
ら

　
し
て
右
の
行
為
が
児
童
に
対
す
る
攻
撃
を
意
味
し
て
い
な
い
こ
と
が

　
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
責
任
あ
り
と
し
て
処
断
し
て
は
な
ら

　
な
い
。
（
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
）

第
〕
五
条
強
姦
、
重
強
姦
、
性
的
強
制
、
重
性
的
強
制
、
依
存
的
地

　
位
に
あ
る
者
の
性
的
玩
弄
、
重
依
存
的
地
位
に
あ
る
者
の
性
的
玩
弄
、

　
児
童
強
姦
、
重
児
童
強
姦
、
児
童
の
性
的
玩
弄
、
児
童
に
対
す
る
強

　
制
根
褻
、
重
児
童
に
対
す
る
強
制
根
褻
、
性
的
姿
態
表
現
へ
の
児
童

　
の
利
用
、
重
性
的
姿
態
表
現
へ
の
児
童
の
利
用
、
児
童
の
性
的
行
為

　
の
購
入
、
性
的
サ
ー
ビ
ス
の
購
人
、
媒
合
及
び
重
媒
合
の
未
遂
は
、

第
二
卜
三
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
処
断
す
る
。

　
強
姦
、
重
強
姦
、
児
童
強
姦
、
重
児
童
強
姦
、
重
性
的
姿
態
表
現

へ
の
児
童
の
利
用
、
重
媒
合
及
ひ
右
の
罪
の
暴
露
の
無
視
の
予
備
及

び
共
謀
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
（
二
〇
∩
五
年
法
律
第
九
の
号
）

刑
法
第
二
章
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
の
適
用
（
抄
）

第
二
条
　
王
国
外
で
犯
さ
れ
た
罪
は
、
右
の
罪
を
下
記
の
者
が
犯
し
た

　
場
合
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
に
従
い
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
裁
判
所
で

　
判
決
が
さ
れ
る
。

　
、
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
住
所
を
有
す
る
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
国
民
又
は
外

　
　
国
人

　
二
、
犯
罪
の
後
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
民
に
な
る
か
若
し
く
は
王
国
に

　
　
住
所
を
取
得
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
住
所
を
有
し
な
い
外
国
人
又

　
　
は
テ
ン
マ
ー
ク
人
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ト
人
若
し

　
　
く
は
ノ
ル
ウ
ェ
イ
人
て
あ
っ
て
、
王
国
に
現
在
す
る
外
国
人

　
三
、
王
国
に
現
在
す
る
そ
の
他
の
外
国
人
で
、
そ
の
犯
罪
に
対
し
て

　
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
に
よ
り
六
月
を
こ
え
る
拘
禁
が
科
さ
れ
る
場
合

　
　
第
一
項
は
、
そ
の
行
為
が
行
為
地
の
法
律
に
よ
り
責
任
を
問
わ
れ

　
な
い
場
合
又
は
ど
の
国
に
も
属
さ
な
い
領
域
て
そ
の
行
為
が
行
な
わ

　
れ
た
場
合
で
、
か
つ
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
法
に
よ
り
罰
金
を
こ
え
る
重
い

　
刑
罰
が
そ
の
行
為
に
は
科
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な

　
い
Q

　
　
第
二
項
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
行
為
地
の
法
律
に
よ
り
右
の
犯
罪

「一｝

DJ
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に
対
し
て
法
定
さ
れ
て
い
る
最
も
重
い
刑
罰
を
こ
え
る
と
見
倣
さ
れ

る
制
裁
を
宣
告
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
二
項
及
び
第
三
項
に
示
す
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
裁
判
権
の
制
限
は
第

六
章
第
一
条
な
い
し
第
六
条
、
第
八
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
に
掲

け
る
罪
又
は
右
の
罪
の
未
遂
に
つ
い
て
は
、
右
の
罪
が
十
八
歳
未
満

の
者
に
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
（
一
九
七
二

年
法
律
第
八
一
二
号
、
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
）

刑
法
第
三
十
五
章
　
制
裁
の
時
効
（
抄
）

第
四
条
第
］
条
に
定
め
る
期
間
は
、
犯
罪
が
行
な
わ
れ
た
日
か
ら
こ

　
れ
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
動
の
結
果
の
発
生
す
る
こ
と

　
が
制
裁
の
宣
告
の
要
件
に
な
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
右
の
期
間
は
当

　
該
結
果
の
発
生
し
た
日
よ
り
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
六
章
第
四
条
な
い
し
第
六
条
及
び
第
八
条
第
三
項
に
掲
げ
る
罪

　
又
は
右
の
罪
の
未
遂
が
十
八
歳
未
満
の
児
童
に
対
し
て
犯
さ
れ
た
場

　
合
、
第
一
項
に
定
め
る
期
間
は
被
害
者
が
十
八
歳
に
達
し
た
H
又
は

　
達
す
べ
き
で
あ
っ
た
日
か
ら
こ
れ
を
計
算
す
る
。
第
六
章
第
一
条
な

　
い
し
第
三
条
及
び
第
十
二
条
に
掲
け
る
罪
又
は
右
の
罪
の
未
遂
が
ト

　
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
犯
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

　
　
軽
微
で
な
い
商
業
帳
簿
犯
罪
に
お
い
て
、
犯
罪
か
ら
五
年
以
内
に

　
帳
簿
作
成
責
任
者
が
破
産
を
宣
告
さ
れ
、
債
権
者
と
の
合
意
又
は
支

　
払
を
獲
得
又
は
提
供
し
た
場
合
、
右
の
期
問
は
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た

　
と
き
か
ら
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
か
ら
五
年
以
内
に
帳

簿
作
成
責
任
者
が
租
税
又
は
課
税
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
、
右

の
期
問
は
監
査
が
決
定
さ
れ
た
口
か
ら
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
九
九
四
年
法
律
第
一
四
九
九
号
及
び
一
九
九
六
年
法
律
第
六
五

九
号
、
二
〇
〇
五
年
法
律
第
九
〇
号
）
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